
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15以降

①-1 小潤井川の改修 富士土木
・河川整備計画に基づく河川整備を国道津田橋から国道錦橋まで実
施する。

実施中

・河川整備計画（H24）に基づき、 80m3/s 流す
ことのできる河川へ改修。
・R4までに国道津田橋の架け替えとその上流側
約110mの河道拡幅が完了。
・R5に市道柳田橋の架け替え工事に着手。

・河川を横断する工作物（橋、取水堰、ライフラ
イン、架空線等）が多く、河道拡幅時に支障とな
るため、これらを移設するための調整や工事に
多くの時間や費用が必要となっている。

・柳田橋の架け替えを令和7年度までに完了さ
せるよう施工を進める。

富士土木 実施中

・新たな道路の整備に伴い、河川への流出量を
調整するための貯留施設を整備している。
・現在、小潤井川南側の施設を施工中であり、
今後、市道弥生線南側（西）を施工予定である。

― ・引き続き貯留施設の整備を進める。

富士市
(道路整備課)

実施中

・新たな道路の整備に伴い、河川への流出量を
調整するための貯留施設を整備している。
・オ－プン式調整池(容量V=340㎥)は令和2年度
工事で設置済｡

― ・地下式(ボックスカルバ－ト型)調整池(V=348
㎥)は令和5年度､6年度工事で設置予定｡

①-3 公共施設における一時貯留の整備・検討
富士市

(河川課)

・公共施設等を活用し、雨水を一時的に貯留し、流出を抑制する施設
整備や効果検証を行う。
（丘小学校、岳陽中学校）

検討中

・丘小学校、岳陽中学校の校庭貯留を計画的に
整備するため、市の教育委員会及び財政部局
と協議を行っている。

・授業や学校行事への影響が最小限となる計
画とするため、各学校と年度計画を踏まえた協
議が必要となる。

・各学校と施工時期・方法・範囲を協議し、影響
が最小限となるよう実施する。

①-4 住居等の浸透施設の整備促進
富士市

(河川課)

・住宅等において、雨水を一時的に貯留する施設や、地下に浸透させ
る施設の設置を行い、下水道や河川への流出を抑制する。
（雨水浸透施設・雨水貯留施設設置費補助金制度の普及促進）

継続的に
実施

・「広報ふじ」などによる周知活動に加え、ホー
ムセンターにパンフレットの配布を依頼した。

・住民に主体性をもって取り組んでもらえるよう、
しっかりと周知活動を行う必要がある。
・設置後の運用について、住民が主体性をもっ
て適切な運用を行ってもらえるよう、助言等を行
う必要がある。

・設置に向けた新たな周知活動を模索し実施す
る。
・設置者に対して、豪雨時の使用方法について
の説明書を送付し、豪雨に備える適切な運用を
お願いしていく。

①-5
小潤井川・伝法沢川・和田川の適切な維
持管理

富士土木
・小潤井川・伝法沢川・和田川において、土砂堆積や植生繁茂等によ
る流下阻害を解消するため、適切な維持管理（浚渫・清掃・補修等）を
行う。

継続的に
実施

・小潤井川では、（国）139号津田橋下流にて、
河床掘削を実施。
・伝法沢川では、千代田町公会堂付近にて、河
川内法面から生えている樹木の伐採を実施。
・和田川では、市道宮川橋上流付近にて、老朽
化した護岸の更新工事を実施するとともに、河
川内の水草の除去を実施。

・度々発生する洪水等により、上流から流出した
土砂が堆積する。

・引き続き、河川パトロール結果や地元要望を
踏まえ、優先順位の高い箇所から堆積土砂の
撤去や樹木の伐採を実施していく。

①-6
準用河川や普通河川等の適切な維持管
理

富士市
(河川課)

・準用河川や普通河川等において、土砂堆積や植生繁茂等による流
下阻害を解消するため、適切な維持管理（浚渫・清掃・補修等）を行
う。

継続的に
実施

・地区要望や河川の巡視により、土砂堆積等が
発生している河川において、浚渫・清掃・除草を
行った。（排水堀ほか）
・流下阻害となる草木の除去を実施した。

・河川状況を把握するための巡視等に係る人員
確保が困難。

・引き続き、地元からの要望、河川巡視や現地
調査により、浚渫を行うなどの適切な維持管理
に努める。
・適切な維持管理に必要となる人員の確保を行
う。

①-7 農業用水路の適切な維持管理
富士市

(農政課)
・農業用水路において、土砂堆積やゴミ等による流下阻害を解消する
ため、適切な維持管理（浚渫・清掃等）を行う。

継続的に
実施

・香西新田地区の農業用水路は昭和60年頃よ
り土地改良総合整備事業にて、富士市が整備し
た水路である。
・水路内には土砂等の堆積はなく、地区内の排
水は良好である。

― ・農業用水路の排水に支障となる障害物がない
か、今後も監視を続ける。

富士土木
(工事課)

継続的に
実施

・道路パトロールや地元要望等において、特段
目立った土砂や落ち葉等の堆積は確認されて
おらず、適切に維持管理できている。

― ・要な排水機能を確保するため、引き続きパト
ロール等で状況を確認しつつ、必要に応じて清
掃等を実施する。

富士市
(道路維持課)

継続的に
実施

・弥生線を横断し排水掘に排水している暗渠管
等の堆積した土砂の撤去を行った。

・状況を把握するための巡視等に係る人員確保
が困難。

・引き続き、地元からの要望、道路側溝等の巡
視や現地調査により、浚渫を行うなどの適切な
維持管理に努める。
・適切な維持管理に必要となる人員の確保を行
う。

富士土木
継続的に

実施

・伝法沢川・横堀川調整池では、必要な貯留機
能を発揮できるよう、リモコン草刈り機を使用し
た除草やスクリーンの清掃を実施している。

・施設の規模が大きいため、草刈等維持管理に
係る負担が大きい。

・リモコン草刈り機等の新しい設備を導入し、省
力化を図る。

富士市
(河川課)

(道路維持課)

継続的に
実施

・調整池の確認・点検及び清掃等を実施した。
（R5.6、Ｒ5.8）
・区画整理内調整池の施設点検及び堆積土砂
の撤去を実施した。
・香西調整池の施設点検を実施し、ポンプ修理
を行った。

・調整池状況を把握するため、巡視等に係る人
員確保が困難。

・引き続き、地元からの要望、巡視や現地調査
により、浚渫を行うなどの適切な維持管理に努
める。
・適切な維持管理に必要となる人員の確保を行
う。

①-10
逆流を防止するための樋門等の適切な
維持管理

富士市
(河川課)
(農政課)

(道路維持課)

・樋門等の逆流防止施設の既存施設の維持管理を行う。
継続的に

実施

・出水期前に動作確認等の点検を行い、稼働時
に正常な運転が行われているか確認を行って
いる。
・施設の巡視・確認により、動作の支障となるご
み等の堆積物除去を実施した。

・豪雨時に、施設の不具合による動作不良と
なった場合、対処が困難。

・日常的にシステムの確認を実施する。
・故障時に対応できる業者を把握しておく。

①-11
農地の保全・維持
（流出抑制・湛水防除）

富士市
(農政課)

［富士農林］

・優良農地を適切に維持・管理し、降雨による河川等への流出量を抑
制する。
・農地の湛水を軽減するため、台風等の豪雨が予想される際には事
前取水の停止や事前排水等の運用方法を検討する。

継続的に
実施

・香西新田地区の水田は、農家による継続的な
耕作及び水田の適切管理により、流出抑制が
図られている。

・適切な農地を保全するにあたり、農業の担い
手の確保が必要である。

・引き続き、継続的な耕作のため、農業施設の
保全や担い手の育成について支援していく。

①-12
森林の保全・維持
（浸透能力の向上）

富士市
(林政課)

［富士農林］

・森林の整備・保全や治山事業により、水源涵養、土壌保全機能の向
上、山地災害の防止を図り、雨水や土砂の流出抑制を促進する。

継続的に
実施

・富士市森林整備計画に基づく、整備対象を定
めており、対象面積10,136haのうち8,156haの間
伐整備が完了した。
・本年度も引き続き、整備を実施中。

・森林の整備を進めるにあたり、林業就業者の
高齢化に加え、就業者の慢性的な不足が続い
ているため、新たな担い手の確保が　喫緊課題
である。
・本市の人工林の多くが本格的な利用期を迎え
ているが、木材価格の低迷などにより森林整備
が進んでいない。

・今後も、計画的に森林整備を推進し、雨水や
土砂の流出抑制を促進する。
・森林環境譲与税を活用し、森林資源の循環利
用を通じた、私有林等の整備を推進し、森林に
おける保水力の向上を図る。

①-13 新たな流域対策の掘り起こし 全員
・本プランに基づき、各種関係団体の取り組み状況の進捗を把握する
とともに、新たな流域治水に係る取り組みについても掘り起こしを進め
る。

検討中

・地区に整備されている岳南排水路を活用した
浸水軽減対策について、検討実施に向けた協
議を岳南排水路管理組合と開始した。

・岳南排水路へ雨水を流入させる場合におい
て、岳南排水路管理組合と使用料などについて
協議が必要となる。
・検討箇所には、地下埋設物が輻輳しているた
め、慎重に検討を進める必要がある。

・岳南排水路管理組合と使用料や、その他条件
について、協議を進める。
・流入方法等を検討する詳細設計を実施する際
に、埋設物などの対処方法についても検討す
る。

1.氾濫をできるだけ防ぐための対策

施策内容

【水災害対策プラン進捗管理（一覧表）】和田川・小潤井川・伝法沢川（１／３）

実施主体 スケジュール進捗
状況

現在までの進捗状況 施策実施に係る課題

・都市計画道路の建設に伴い調整池を設置する。
（本市場大渕線　傘木上工区、市道弥生線南側、小潤井川南側）

・道路（県道・市道）側溝において、土砂堆積やゴミ等による流下阻害
を解消するため、適切な維持管理（清掃等）を行う。

・公共施設等への貯留機能を確保するため、各調整池において適切
な維持管理（清掃等）を行う。
（伝法沢調整池、吉原高校、市道弥生線北側、潤井川南側）
（区画整理地内2号、香西新田、市道上中町中桁線北側、青葉台南）

道路整備事業による調整池の設置

①-9 貯留施設の適切な維持管理

課題への対応方針
今後の予定

①-2

施策名

①-8 道路の適切な維持管理

：継続的に実施
：実施
：検討

：完了

柳田橋架け換え工事 護岸工／橋梁架け替え等

丘小

改修工事

岳陽中

地下式調整池工事

設置促進活動

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

岳南排水路の検討・協議

貯留施設の整備

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

適切な維持管理の実施

継続的に実施

継続的に実施

資料３−２



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15以降

②-1
立地適正化計画における防災指針に基
づく取組の推進

富士市
(都市計画課)

・立地適正化計画の居住誘導区域等における防災対策・安全確保策
を定めた「防災指針」に基づく取組を推進する。

検討中

・近年、激甚化・頻発化する自然災害に対応す
るため、立地適正化計画への「防災指針」　の
位置付けに向けて、庁内検討員会や市民懇話
会、地域別説明会を開催し、学識者や商工、建
築、防災等の各分野の代表者、市民等からの
意見聴取を行うなど、改定作業を進めてきた。
・令和6年2月に開催した都市計画審議会を経
て、令和6年3月に改定予定である。

・市民に対して、計画の内容を効果的に周知す
る必要がある。

・ウェブサイトや広報紙等への掲載を通して、計
画内容の周知を図る。
・令和6年度以降は、防災指針の取組として位
置付けた「和田川・小潤井川・伝法沢川水災害
対策プラン」に基づく小潤井川の改修や河川の
適切な維持管理、公共施設における一時貯留
の整備・検討等のハードの取組と、ハザードマッ
プの作成・公表やマイ・タイムラインの普及・周
知等のソフトの取組を推進する。

②-2
住宅の浸水防止のための住宅改良に関
わる資金借受けの利子補給

富士市
(住宅政策課)

・「富士市浸水住宅改良及び災害復興住宅建設等貸付金利子助成金
制度」を活用し、住宅地盤の嵩上げへの支援を行う。

実施中

・本補助金のチラシを作成し、浸水想定区域の
町内会や防災セミナー等で配布。
・住宅地盤の嵩上げに対する交付実績はなく、
本補助金の問合せも年間1～2件程度。

・認知度が低い。
・住宅地盤の嵩上げは、住宅の建替え、新築に
合わせて実施することが多いため、初期費用が
高額となる。

・認知度向上に向け、継続した周知の実施。
・主に浸水想定区域に向け、地盤改良や盛土等
の必要性をPR。
・地盤改良や盛土の最新事例の紹介。

③-1
洪水浸水想定区域図の作成・公表・区域
の指定

富士土木
・伝法沢川の洪水浸水想定区域図を公表する。
（平成２９年に小潤井川、令和３年に和田川を公表済み。）

実施中

・水位周知河川に指定されている小潤井川は、
平成29年に洪水浸水想定区域図を公表し、区
域を指定済み。
・水周知河川以外の河川である和田川と伝法沢
川について、和田川は令和３年６月に、伝法沢
川は令和５年８月に洪水浸水想定区域図を公
表済み。

― ・現在、富士市内にある水位周知河川以外の河
川（吉津川、血流川、有無瀬川、廻沢川）の洪水
浸水想定区域図を作成中であり、今後市関係
課へ説明予定。
・区域の指定については、令和６年度中の指定
を予定。（区域は、市単位で指定する予定）

③-2 雨水出水浸水想定区域図の作成・公表
富士市

(河川課)
・雨水出水による浸水リスクを周知するため、下水道区域内における
雨水出水浸水想定区域図を作成し公表する。

実施中

・令和５年６月に雨水出水浸水想定区域図を公
表し、富士市ウェブサイトに掲載した。

・現在公表中マップは、ファイルサイズが大きい
ことや、富士市を2分割での掲載であるため、使
いにくいとの指摘を受けている。

・ハザードマップの作成に合わせ、現在の2分割
から4分割に細分化する作業を実施しており、完
了次第更新する。（R6.4予定）
・ファイルサイズを見直したものに変更し、利便
性の向上を図る。
・ふじタウンマップに掲載し、洪水浸水想定区域
図と合わせて確認できる環境を整え、利便性の
向上を図る。

③-3
宅地建物取引業団体等への水害リスク
情報提供

富士土木
富士市

(建築土地対策課)
［防災危機管理課］

［河川課］

・不動産購入者や居住者等に対して水害リスクを周知するため、宅地
建物取引業団体等へ水害リスク情報を提供する。

実施中

・土地利用承認・開発許可申請時において、意
見書に水害リスクについて把握するよう代理人
（設計者）を通して周知している。許可件数　6件
・また、土地利用・開発相談時においても水害リ
スクについて把握するようハザードマップ等の周
知に努めている。

― 継続していく

③-4 水害ハザードマップの作成・公表
富士市

（河川課）
［防災危機管理課］

・浸水範囲や浸水深、避難場所や情報伝達方法等を表示したハザー
ドマップの作成、配布を行う。

実施中

・県の公表した洪水浸水想定区域図の確認が
できるよう、サイトにリンク先を掲載した。（R5.6
更新）
・洪水予報河川及び、水位周知河川のハザード
マップを作成し、対象地域への全戸配布を完了
するとともに、対象地区のまちづくりセンターに
おいて、配布を行っている。
・雨水出水浸水想定区域図のハザードマップを
作成中である。（R6.3完成予定）

・雨水出水浸水想定区域図のハザードマップ配
布先について、また、Ｗeb掲載のみでの対応が
可能か検討・調整する必要がある。

・地区と協議のうえ、必要に応じて配布の調整を
行う。

③-5 マイ・タイムライン等の普及・周知
富士市

（防災危機管理課）
［東部地域局］

・「わたしの避難計画」(マイタイムライン)の目的や効果、作成方法等
の周知を行い、作成を呼びかけるとともに、作成のためのワークショッ
プ等の支援を行う。

継続的に
実施

・富士市防災セミナー（風水害編）の開催。（Ｒ
5.5実施）
・防災啓発イベント「ふじBousai2023（Ｒ5.11実
施）」の開催等において、「マイタイムライン」の
重要性を啓発した。

市内でも家屋浸水被害等の水害が複数の地区
で発生していることから、住民1人1人が大雨時
の行動を考えておく必要性の更なる周知が必
要。

・継続的にセミナーやイベント等の場を活用し、
風水害に関する啓発を進める。
・洪水ハザードマップ（逃げどきマップ）や防災ア
プリ（防災ふじ）を用いた水害リスクの周知、マイ
タイムラインの必要性の啓発を進める。

東部地域局
継続的に

実施

・管内の高等学校や特別支援学校等を対象に
防災出前講座を実施しており、令和５年度につ
いては90回（富士土木事務所管内では17回）の
出前講座を開催した。（令和６年１月４日現在）
・市町職員及び地域住民を対象に、地域防災力
の向上を目的として、当局にて作成した風水害
対応イメージＴＥＮ研修を実施した。

・より多くの住民に風水害対応イメージＴＥＮ研
修に参加してもらえるよう、研修を複数回に分
け、管内４箇所で実施している。引きつづき、多
くの住民が参加しやすくなるよう検討が必要。

・令和５年度は、最終的に94回（富士土木事務
所管内では18回）の出前講座を実施予定。
・令和６年度も、学校や市町職員、地域住民を
対象とした防災出前講座や風水害対応イメージ
ＴＥＮ研修を実施していく。

富士市
(防災危機管理課)

継続的に
実施

・住民・児童を対象とした防災講座の場におい
て風水害を取り扱い、地域・自宅で想定される
水害リスクや避難方法等について説明を行っ
た。
＜令和5年度実績＞
いきいき講座：7件　地区防災会議：5件

・配布済みのハザードマップ（逃げどきマップ）の
活用方法の普及が引き続き必要。
・水害リスクを把握していても、避難行動につな
がっていない住民もいる。

・継続して防災講座を実施し、更なる情報の周
知を図る。

③-7
要配慮者利用施設の避難確保計画の作
成・支援

富士市
(防災危機管理課)

・各施設を所管する福祉、保健部局や教育委員会との連携し、対象施
設に避難確保計画の作成を働きかける。
・施設が実施した訓練を依頼し、必要に応じ訓練への助言又は指導を
行う。

継続的に
実施

・洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設に
対し、避難確保計画の作成を呼びかけるととも
に、避難訓練の実施について依頼した。
R5実績：対象276施設中、計画作成済み275施
設（訓練実施済み：180施設）

・施設の所管部局から、対象施設への働きかけ
が不十分な状況。
・その他河川の浸水想定区域内にも要配慮者
施設が多数存在しており、避難確保計画作成が
進まないことが予想される。

・計画作成率が100％になるよう、新規対象施設
に対し計画作成の働きかけを行う。また、庁内
の役割分担・連携体制を検討する。

③-8
災害時避難行動要支援者の避難行動・
避難生活の安全を図るための「個別避難
計画」作成・支援

富士市
(防災危機管理課)

・避難行動要支援者のうち、家族等の避難支援が得られない者や家
族だけでは避難が困難な者に対し、災害発生時の情報伝達から避難
所等への誘導まで、一連の活動を想定した具体的な個別避難計画
を、福祉部局、福祉専門職及び自主防災組織と連携し作成する。

継続的に
実施

・内閣府及び静岡県のモデル事業として、避難
行動要支援者の個別避難計画作成を推進。ま
た、作成した計画に従い、毎年12月に実施する
地域防災訓練において、避難訓練を実施。

・避難行動要支援者を地域で支援する体制の
整備
・モデル地区から市全域への施策の拡大
・福祉部局と連携した福祉専門職への協力依頼

新たに開発した防災アプリ「防災ふじ」の機能を
使用し、避難行動要支援者の支援体制を整備
する。

富士土木

・氾濫や溢水が生じやすい河川に水位観測所を設置し、出水時の水
位監視を行う。
・水位観測の情報を速やかに住民に伝達する方法について検討す
る。

継続的に
実施

・和田川、小潤井川、伝法沢川には、水位計と
河川監視カメラが設置されている。
・水位計及び監視カメラの情報は、「SIPOS-
RADAR」で公開している。
・水位計及び監視カメラは、年2回点検を実施し
ている。
・小潤井川及び伝法沢川の監視カメラについて
は、雑木が視界を阻害し、河川の水位等が見え
にくい箇所が確認されたため、伐採作業を実施
した。

― ・引き続き水位計や監視カメラが常に機能する
よう点検等維持管理を行う。

富士市
（河川課）

・氾濫や溢水が生じやすい河川に水位観測所を設置し、出水時の水
位監視を行う。
・水位観測の情報を速やかに住民に伝達する方法について検討す
る。

継続的に
実施

・県で公表しているカメラや水位計により、河川
情報の情報取得をお願いしている。
・水害ハザードマップの学習面における情報収
集法を紹介し、自身での情報取得をお願いして
いる。

・自身での情報取得を推奨しているが、今後も
事前避難の対応等について理解を得ていく必
要がある。

・水位等の確認方法について、地区と連携し確
実に周知していく。
・浸水被害が想定される際に、避難や浸水抑制
対策などの事前対応について理解と協力を求
めていく。

【水災害対策プラン進捗管理（一覧表）】和田川・小潤井川・伝法沢川（２／３）

機関

・水害リスクの理解促進を図るため、出前講座を開催する。
・児童や生徒を通じた家庭への啓発を図るため、水害や避難に関し
て、教育関係者等を対象とした出前講座を開催する。

③-6 出前講座の開催

3.被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

施策内容

2.被害対象を減少させるための対策

施策名 スケジュール進捗
状況

現在までの進捗状況 施策実施に係る課題
課題への対応方針

今後の予定

③-9
河川の水位観測器及び河川監視カメラ
の設置と観測情報等の提供

：継続的に実施
：実施
：検討

：完了

防災指針の位置付け 立地適正化計画の見直し 立地適正化計画の見直し

防災指針に基づく取組の推進、計画内容の周知

周知（申請受付は随時）

公表

web対応

配付協議・検討

ＨＭ作成中

地区への周知

区域指定に向けた関係者との調整

継続的に出前講座を実施

継続的に監視・観測を行う。

継続的に情報提供を行う

継続的に支援を行う

継続的に出前講座を開催する

継続的に助言や指導を行う

継続的に訓練等を実施する



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15以降

富士土木
継続的に

実施

・令和５年度において、和田川、小潤井川、伝法
沢川流域内にある県道においては、冠水による
交通規制や交通渋滞は発生していない。

― ・冠水による交通規制が発生した場合は、富士
土木Twitter等を活用し、速やかに情報発信して
いく。

富士市
（道路維持課）

・市道弥生線の道路冠水状況を監視するため、
令和４年度に監視カメラを１台設置した。

・市道弥生線は、主要幹線道路であるため、冠
水状況の確認と雨の予報等を参考にしながら、
交通規制を実施する判断を行う必要がある。
・冠水状況の変化が早く、業者への連絡した後
の対応が間に合わない場合がある。

・天気予報などで情報収集を行い、交通規制を
実施する協力業者に対して資材の事前準備を
依頼する。
・日頃から県等との連携体制を構築し、災害に
備える。
・道路規制の情報提供体制について、他市の事
例などを研究する。

③-11 土のうステーション整備・運営
富士市

（河川課）

・河川等からの溢水を緊急的に抑制するため、住民等が即時使用で
きる土のうを常備する「土のうステーション」の設置、運営（土のう数の
確認、補充等）を行う。

継続的に
実施

・近年の浸水被害を鑑み、地区と共用できる土
のう置き場を設けている。

・水位の上昇速度が速く、浸水が発生した際の
対応時間を短縮する必要があることを踏まえ、
必要な土のう数を確実に確保しておく必要があ
る。

・既存の土のう置き場の適正な維持管理を行う
とともに、必要に応じて新たな土のう置場の設
置を地区と協議する。

③-12
備蓄資材の拡充、水防倉庫の改修・整
備、土のう作成等の訓練実施

富士市
（河川課）

［防災危機管理課］

・備蓄資材の洗い出しを行い、必要資材や数量が不足する場合の補
填を行う。
・水防資材を保管する水防倉庫の設置や改修を行う。
・出水時に迅速、的確に対応できるよう、関係機関で水防訓練を実施
するとともに、住民や企業等の訓練を支援する。

継続的に
実施

・水防分団倉庫内の資機材点検を適宜行うとと
もに、資材等の不足が確認された場合には、随
時充等を実施している。

・昨今の浸水状況を踏まえた設備への更新を行
う必要がある。

・水防活動に寄与するよう、水防団の要望を踏
まえながら、引き続き、資機材配備を充実させ
ていく。

③-13 自治会・水防団による防災訓練の実施
富士市

（河川課）
［防災危機管理課］

・水防団・自主防災会・自治会等との連携により、水防工法の習得や
連絡体制の強化を図り、地域の防災力を向上させる。

継続的に
実施

・土のう作成等の指導活動について、各地区の
自主防災会からの要望などを受けながら、水防
分団に地域防災訓練への参加を依頼した。

・各地区の地域防災訓練は、9月、12月の市一
斉防災訓練に合わせて実施することが多いた
め、同時に対応するための派遣団員等の確保
に課題がある。

・引き続き、各地区の自主防災会からの要望な
どを受けながら、水防分団に地域防災訓練への
参加を依頼する。

③-14 緊急排水用ポンプの運用
富士市

（河川課）
・住宅地域における内水を緊急的に排除するため、水防団等が排水
用ポンプで県及び市管理河川への排水を行う。

継続的に
実施

・市の他部署で保有する、汎用可搬式排水ポン
プを借用し、緊急排水の実験を実施した。

・水位変動が早いため、地区によっては即応体
制を構築する必要がある。
・ポンプでの放流先がない地区の浸水において
は、復旧のための対応であることを周知する必
要がある。
・汎用可搬式排水ポンプの運用における課題
（質量・能力等）解消について、支援業者等との
協議を行う必要がある。

・地区や業者と協議・連携をして、ポンプの運用
方法を確立していく。

課題への対応方針
今後の予定

スケジュール施策実施に係る課題

【水災害対策プラン進捗管理（一覧表）】和田川・小潤井川・伝法沢川（３／３）

機関 施策内容
進捗
状況

主要幹線道路の冠水情報提供体制構築

現在までの進捗状況

③-10
・主要幹線道路における車の水没や、通行止めに伴う交通渋滞の発
生を抑制するため、冠水状況をカメラにて監視し、SNS等にて道路規
制情報の提供を行う。

施策名

1台設置

運用

ポンプ運用実験 運用の調整

適切な維持管理の実施

継続的な運用

継続的に実施

継続的に監視・観測を行う。

：継続的に実施
：実施
：検討

：完了


